
平 成 ２ ７ 年 １ ０ 月 ２ １ 日

土地・建設産業局建設業課

横浜市の分譲マンションにおける基礎ぐいに係る問題を踏まえた協力要請について

横浜市の分譲マンションにおいて、建物の不具合に関する住民からの指摘に基づき

事業主が調査を行ったところ、一部の基礎ぐいについて支持層に達しておらず、また、

くいの施工記録データの一部に不適切な転用・加筆があったこと等が判明しました。

国土交通省では、今回の事案を受けて、建築物等の安全性についての国民の不安払

拭に万全を期するため、関係団体あてに要請を行うこととしました。その内容につい

ては別紙のとおりです。
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